
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  タワーマンションの固定資産税               

Ｑ：タワーマンションの固定資産税の改正

案が出されたそうですが、どのような内容に

なっていますか？                                     

                                              

Ａ：次のような内容になっています。 

【解説】 

さきごろ、タワーマンションに係る固定資

産税の改正法案が出されました。 

概要は、次のとおりです。 

対象となるタワーマンション(居住用超高

層建築物)は、高さが60メートル超える建築物

で複数の階に居住用専有部分を有し、専有部

分の個数が２個以上のもので、タワーマンシ

ョンに係る各区分所有者の固定資産の額は、

居住用専有部分とそれ以外の専有部分に分け

られ、居住用専有部分は、全国における各階

ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で

定める補正した床面積がその建築物の総専有

部分の床面積に対する割合で按分した額とな

ります。 

床面積の補正率は、次のとおりです。 

Ｘ階の補正率＝100＋10/39×(Ｘ- 1) 

なお、そのタワーマンションの設備等が総

務省令で定めるものと著しく差があるときは、

一定の補正をした額となります。 

この取扱いの対象になるのは、平成30年か

ら新たに課税されるものからとなっており、

平成29年４月１日より前に売買契約が締結さ

れたものについては、対象外となっています。 
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